
回 答 書 

２０２６年１月１５日  

 

公立大学法人会津大学 

理事長 束原 恒夫 

件  名  会津大学電力供給業務 

質   問   事   項 

① 弊社が落札者になった場合、入札公告の様式に提示の電力供給契約書（案）によらず

弊社の契約書様式にもとづき、発注者と協議のうえで締結することは可能か。 

または、電力供給契約書（案）の内容の加除について、協議のうえで締結することは

可能か。 

 

② 仕様書の3 その他（3）に記載されている「一般送配電事業者が定める特定規模需要

の標準供給条件による。」および（4）「ただし、基本料金単価及び電力量料金単価

は一般送配電事業者が定める標準プランをそれぞれ超えない単価とする。」ならびに

電力供給契約書（案）の（契約単価等の変更）第12条 2 「ただし、当該地域を管轄

する一般送配電事業者の燃料費調整額を超えない範囲で行うものとする。」の一般送

配電事業者はみなし小売り電気事業者（弊社）に読み替えることで問題ないか。 

 

③ 仕様書の電力供給仕様書（短期大学部）2-2 学生寮 （2）契約電力、予定使用電力量

等のア 契約電力 電灯負荷常時電力40キロワットおよび電力供給契約書（案）の「別

紙 契約単価 2-2 短期大学部学生寮（1-1）電灯負荷（1）常時電力基本料金単価 円

/kWならびに別紙1-3 1予定使用電力量等（短期大学部学生寮）の契約電力（kW）は、

それぞれキロボルトアンペア、kVA、契約電力（kVA/kW）と読み替えることで問題な

いか。 

 

④ 弊社が落札者となった場合、電力供給契約書（案）の（電気料金の支払い）第11条 3 

「甲は、第１項の請求書を受理した時は、受理した日の翌月末日までに電気料金を乙

に支払うものとする。」の記載事項について、発注者と協議のうえ締結することは可

能か。 

 

⑤ 電力供給契約書（案）の（電気料金の支払い）の項に電気料金の支払い遅延による利

息に関して記載がなされていないが、電気供給契約書（案）第20条にもとづき、協議

のうえで締結することは可能か。 

 

⑥ 入札説明書の17 契約の締結（１）に記載されている「本契約は、入札の際に提出さ

れる内訳書に記載された単価に基づく単価とするが、内訳書の割引を適用していると

きは割引額を反映した単価に基づく単価契約とする。」と記載されているが、基本料

金単価・従量料金単価とは別に割引単価・割引率を設けて応札してもよいか。 

上記が可能な場合、入札内訳書に基本料金単価・従量料金単価の欄の他に別途割引に

関する欄を追加してもよいか。 



 

  例：基本料金計や従量料金計から●●円割引や●％割引等 

 

⑦「毎月の燃料費等調整を行わないこと」や「みなし小売り電気事業者が採用する燃料費

等調整単価によらず、落札者独自の調整方法」を認める可能性はあるか。 

 

⑧仕様書に記載の各需要場所において、供給期間（2026年4月1日～2027年3月31日まで）

中に電力の契約に影響があるような設備の増加・減少および変更ならびに建物の増改

築や建替等の工事予定はあるか。 

回   答   事   項 

① 落札決定後、別途協議します。 

② 貴見のとおりです。 

③ 貴見のとおりです。 

④ 落札決定後、別途協議します。 

⑤ 電力供給契約書（案）第 20 条に基づき協議します。 

⑥ 基本料金単価・従量料金単価とは別に割引単価・割引率を設けて応札しても差し支え

ありません。その際は、入札内訳書に割引単価・割引率の考え方を記載してください。 

また、落札決定後に単価料金等は別途協議します。 

⑦ 仕様書 3 その他（3）のとおりです。 

⑧ 現時点で工事予定はありません。 


